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保護者・生徒の皆様へ 

兵庫県立姫路工業高等学校長 

 

新型コロナウイルス感染症について（ご連絡） 

 

 平素より、本校における教育の推進について、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染が急激に拡大し「緊急事態宣言」も９月 30日まで延長される事態となっ

ています。十分気をつけて下さい。 

そのような中、本校におきましても２学期に入り４名（所属クラスは異なります）の生徒の感染が

確認されています。保健所・学校による該当生徒からの状況確認を実施し、保健所と相談しながら濃

厚接触者等の確定なども行っています。これまで、学校教育活動での濃厚接触者の確定は受けており

ません。 

しかしながら、多様な感染経路により感染する場合が多く、下記のような対策も実施しております

が、改めてお知らせし校内の消毒等、感染拡大防止対策を徹底するとともに、該当する生徒や体調不

良を訴える生徒に対しては、ご家庭を通じて個別に連絡等を行い適切に対応しています。今後とも保

護者の皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 発熱や風邪症状のある生徒・教職員は、登校・出勤を控えさせる。 

 ・解熱剤や感冒薬により症状が緩和したということで、登校してくる生徒がいますが、登校を控

えて下さい。（病状が緩和しても、他人に感染させる恐れがあります。） 

・市販の検査キットを使用し「陰性」の反応であったので登校してくる生徒もいますが、医療機

関等での受診結果で判断して下さい。 

 （市販の検査キットの信頼性は、公には保証されていません。） 

２ 発熱や風邪症状の体調不良を訴える生徒が出た場合は、速やかに帰宅指導をする。 

 ・ご家庭でも、上記１を念頭に経過観察をお願いします。 

３ 臨時休業等の対応は、「校内で感染が広がっている可能性が高い」という判断を、校医や管轄の

保健所、県教育委員会と相談して決定します。 

・単純に感染者が何人出たからではありません。 

４ 感染症予防対策は、県からの指針に従って「黙食や手指消毒、マスクの適切な着脱」等を実施し

ています。 

５ 体育の授業に関するマスクの使用については、県教育委員会からの指示に従う。 

・運動時は身体へのリスクを考慮し、間隔をとった上でマスクの着用は控える。 

６ 感染者が出た場合の校内における濃厚接触者の特定についても、県教育委員会の指示により保健

所に報告・相談をする。 （PCR検査等の指示があれば、個別にお伝えします。） 

７ 学校は感染症予防対策をしたうえで、教育活動をしています。 

 

※ 新型コロナウイルス感染症については、学校医、保健所、県教育委員会と綿密な連携をとりな

がら対応をしています。今後の対応についても、引き続きホームページや生徒を通じてご家庭に

連絡をさせていただきます。ご注意いただきますようお願いします。 


